
2022年 10月 3日 

お客さまへ 

株式会社山陰合同銀行 

ごうぎん Bizポータル利用規定の改定 

 

平素は山陰合同銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当行では、2022年 10月 3日（月）より、ごうぎん Bizポータル利用規定の第４条（契約者の利用設定）について、一部表現を見直しします。 

なお、サービス内容やユーザの権限などの機能に変更はございません。変更内容は下記をご覧ください。 

 

記 

１．変更内容 

 

変更前 変更後 

第４条（契約者の利用者設定）  

１．（略）  

(1) マスターユーザ 

契約者を代表する利用者として、マスターユーザを登録します。マ

スターユーザは１名のみ登録可能で初回のログインＩＤ取得を行う

とともに、自身を含むすべての利用者の管理、および第２条に定め

るサービスを利用することができます。ただし、ごうぎんビジネス

インターネットバンキングご契約者は取引照会サービスをご利用い

ただけません。 

(2) 管理者ユーザ 

管理者権限を有する利用者としてマスターユーザもしくは管理者ユ

第４条（契約者の利用者設定） 

１．（略） 

(1) マスターユーザ 

契約者を代表する利用者として、マスターユーザを登録します。マ

スターユーザは１名のみ登録可能で契約者の中で最初にログインＩ

Ｄ取得を行うユーザを指します。企業の管理、自身を含むすべての

利用者の管理、および第２条に定めるサービスを利用することがで

きます。 

 

(2) 管理者ユーザ 

管理者権限を有する利用者としてマスターユーザまたは他の管理者



ーザが管理者ユーザを登録します。管理取引、および第２条に定め

るサービスを利用することができます。ただし、ごうぎんビジネス

インターネットバンキングご契約者は取引照会サービスをご利用い

ただけません。 

(3) 一般ユーザ 

管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者ユ

ーザが一般ユーザを登録します。マスターユーザまたは管理者ユー

ザから付与された操作権限により、取引照会サービス等を行うこと

ができます。 

 

ユーザが登録します。企業の管理、自身を含むすべての利用者の管

理、および第２条に定めるサービスを利用することができます。 

 

 

(3) 一般ユーザ 

管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者ユ

ーザが登録します。マスターユーザまたは管理者ユーザから付与さ

れた操作権限の範囲内で利用することができます。 

 

 

 

２．利用規定 

  最新の「ごうぎんＢｉｚポータル利用規定」はこちら 

以 上 

https://www.gogin.co.jp/common/hpl_kitei.pdf

